
＜圧史探究⑯＞ 律令体制＠ 敬科書： P知P.#/
回農民の糾旦
①農民には今くの税が課された。田地に揺る説として(1. )があり、収穫(/)
罰（2. ）％謬疇（3. ）（田 1段につき）が（＃． 加蓄えられた。
• 1 を徴収するために (5. )を 6年没｀とにイ愕去‘& 1 は (6. )が管理

®おもに（7. )[8. □60歳の男性］に課された (9. )は、絹•条綿
布な四の諸国の (10. )を同じ、く (ll )畔 (1!1. )8の都向券籠
淫リ ((3. )の 1.fわリに麻の（枠 ） 2丈6尺き ((5. )に納める助で“

麟這告な財癒とな某。
→q.⑬微収する紐の台帳で続(16. )き(('7. )作成

& 
q. I ｛を都まで運ぶ‘(18. )(/)義務アリ．／ が正し勺はイ奇希

& 
Cf. 11 なとに付け汐慕納入者を示す荷礼を (l9. )という。

®年間（勾． ）日を (2L )のもとで土木工事なとに知事する（力． ）、
りとう

国家が春に稲を貸し付け秋に利息［利稲］と共に返済させ~(13. )、凶作

に備えて（笠 ）を蓄えておく（芯． ）、知戸 [1里］につき2人の 7ヵ臼野で沸嗣

の労侵を行う (26 )があ表。

ー‘ム氏の税負担のコと．“）―

区分------(t_---_)----------一旦8—---)-- -(30.--_)--
(27..)南 （分．）歳 (3I.)歳

狙 田1段につき (3. ）［収穫量の約(9. )%]、土地税、（ク ）税

細 領布なとの地域‘の特産品 (IS. )(/)税 7の (32. ) 7の (33.
, 
ヽ

庸 歳俊10日に代た布2丈6R. (ts. ）の税 7の（％ ) （玉． ) 

薙地方での年の日の労愚 (36. ）祀 7の（刃． ) 7の (3g_ ) 
山払 （刃． ）の利息は（初． ）割．（付 ）の利息は(4-2. 痢．（43. ）瞑
“ 築倉 凶作の知に毎年要を納むる
仕丁 50戸ガら 2人の 7が者での3年借如労唆

繹へいえき
7の 3人ガら 1人の割合で兵士となり、諸国の（＃． ）で言III練を受念

→（お． ）間巷乞゚t-警糾耀備する祖（"6（侶. ) ・X心lさ武器•＆他呻腹
（何． ）簡加19| . )につ＜ （ilfl→.釦担）年®學



回律令制度の史料
胡恥『印． 』はr養老令についての注釈書

こIJ.1:う

し戸令→ な 土
ぽ扉、 (5l. )戸を以て（b2. ）と為せ。（担． ）毎に長一人冒け。

逗力‘⇔知さ笠

ぽ(~. )遥らも‘ことは年毎 Iこ・・・恥家ロ・串佗を記せ。
ぽ：（弥． ）は．（お． ）年に竺たび造れ。
ぽ（弥． ）は＇濱に（％ ）を醤めよ。荘覧き著は笈に表」で饂げ。
（並江の向 ）の（拐． ）蘊転蓄国怒かざれ）

酋苓
払うぶ・ ②1こ，＼＇

ぽ田は長さ舟歩、広さ十二知（59. ）と如。（幻
I~虻1こ

(6l. )晶 (62. )ヽ町の(&I. )稲廿二凪

なや

）を町と為ょ。羽の

ぽ (63. )を昌はも‘こと房に（紐 ）。せは（お．
Itん

）を減‘誤よ。
(66. )年以下には給はざれ。

じでんこ応 ぁ

ぽ田は (67. )年にー紐‘卦ぶ。柚盈．寺田は此の限りに在らず；
ぽ諸国の (68. )は皆 (69. )鱈蒻這元('10. )せよ。
麟苓

暉あ頃ぬ 砕む位 Lt:が

ぽ (n. )(/)綱飽・癒綿布は、並びに郷土の出す所に即。
ぽ('12. )の（73. ) lij: (?名 ） 8。叙（℃． )を取忍くんば、布
(76.)。...

尺そ苓羞嘉 (77. )は人扇焉しく使へ。釦（唸 ） 8を遥⑮沼醗

翻苓
ぽ雀士の窪ぷ’も‘は0 笥扁まむは(rr/ )酋に面はむは（約． ）、希藷託

嘉へず。（往復韮深I守これに毎れないJ
尺そ兵士の京 l可句ふを 1ま‘、 (8(. )と名づ玄・・＾辺を守数をば（初． ）改文

胴(1)租庸調のうち、地方の街源Iさ (A)片央の取~la: (B)である。
A=-[ ] B= [ ] C::: [ ] D= [ ] 

問(2漏•郁目を中央玩遍ぶぽを(C)、各国砧吐の集固さ (D)と＼ぅ。
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